
 

 

 

～熱中症事故の防止と緊急時の対応～ 

 

連日、県高温注意情報が発令される猛烈な暑さが続く中、９月に入りました。各学校において

は、熱中症事故の防止に最大限努めながら、運動会や体育大会に向けた体育的活動、部活動等に

当たられていることと思います。 

さて、昨年９月には、熱中症による子供たちの救急搬送が相次ぎました。県内各地で最高気温

が 33度を超えた 11日には、東・中・南予全地域で、体育的活動中の中高生が熱中症とみられる

症状で救急搬送されました。その数は、１日で 10 人以上を数えました。そのうちの一人は、当

該校の先生方の心臓マッサージによる的確な初期対応により意識を回復したという事例は、記憶

に新しいところです。 

今年の暑さはどの程度かと、松山の６月の平均最高気温を調べてみました。すると、直近５年

間（平成 27～令和元年度）の平均最高気温より 1.5℃も高い、28.4℃でした。必然的に、熱中症

患者も増えています。今年６月の県内の熱中症による救急搬送人員数は 92 人と、昨年度のおよ

そ 1.4倍に上っています。 

また、９月の平均最高気温を見ると、平成 26～30年度の５年間の平均が 28.8度であったとこ

ろ、昨年度（令和元年度）は 31.2 度となっています。直近で最も高かった 28 年度の 29.3 度を

1.9度も上回っており、昨年の９月がいかに暑かったかが分かります。 

果たして、今年の９月はどれほどの暑さとなるのか――。 

 

ということで、今月は、熱中症事故の防止と緊急時の対応について、今一度確認をしたいと思

います。 

まず、熱中症に関しては、次のような予防の観点を持つことが何より大切です。 

・ 活動前に適切な水分補給を行う。 

・ 活動中や活動後に適宜水分や塩分の補給を行う。 

・ 屋外では帽子をかぶり、涼しい服装で活動する。 

・ 日陰を利用し、こまめに休憩を取る。 

・ 「暑いとき」は無理をしない。 



「暑いとき」を推し量る一つの目安として、暑さ指数（ＷＢＧＴ）があります。この指数は、

労働や運動時の熱中症予防のため、人体と外気との熱のやりとりに着目した指標です。環境省の

「熱中症予防情報サイト」により、全国各地点の暑さ指数が発信されています。暑さ指数のラン

ク（下記参照）をはじめ、子供たちが暑さに慣れているか、体調は良いか等によっても熱中症の

発生リスクは変わります。熱中症を予防するためには、気温や天候だけでなく、さまざまな要素

に目を向けて、十分留意することが必要です。 

【暑さ指数に応じた注意事項等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2020」より 

 

さらに今年度は、熱中症の予防と新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのマスク着用との

兼ね合いが必要となっています。体育の授業及び運動部活動時、登下校時等、熱中症が発生する

可能性が高いと判断される場合には、マスクの着用は必要ありません。できるだけ身体的距離を

保つこと、近距離での会話を控える等の対応を取ることで、感染リスクを避けつつ、熱中症を予



防できるようにしてください。 

予防に努めていても起こりうるのが熱中症です。子供を預かる者は、放置すれば死に直結する

緊急事態であることを認識しておかなければなりません。 

熱中症が疑われる状況に先生方が立ち会った際、次のような応急処置が必要です。 

① 呼び掛けて、反応がなければすぐに救急車を要請する。 

② 涼しい場所へ避難する。 

③ 服を緩め、体を冷やす。 

 ※ 必要に応じた応急処置を実施。 

④ 水分・塩分を補給する。 

※ 自力で摂取できる場合に限る。 

 ⑤ 症状が良くならない場合は、医療機関へ運ぶ。 

 

 環境省からは、暑さ指数の発信のほか、「熱中症環境保健マニュアル 2018」、「夏季のイベント

における熱中症対策ガイドライン 2020」、「熱中症～ご存じですか？予防・対処法～」（リーフレ

ット）等、熱中症対策普及啓発資料が示されています。これらは各学校に配付されていますので、

本資料等を十分に活用し、引き続き、熱中症事故の防止及び緊急時の対応の確認に努めてくださ

い。 


